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第１章 事前調査団の派遣 

 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 フィリピンでは、1989 年から約 10年間に渡って協力隊チーム派遣「家畜人工授精強化プロジ

ェクト（フェーズⅠ、フェーズⅡ）」を実施し、家畜人工授精事業の整備と強化を通じた牛・水

牛の飼養技術の向上及び畜産収益の増加を目的とする活動を行った。フェーズⅡの終了時評価の

結果、プロジェクト実施地域での人工授精業務の普及及び理解の深さは全国で群を抜いており、

十分な成果が得られたと判断されるとともに、今後は酪農分野での支援が有効と判断された。 

 上記状況に加え、現在、フィリピンでは、輸入に依存する国内の酪農事業を改善するため、質

の高い飼育・生産技術を持った酪農家を育成し、支援することにより生産量を増加させる酪農振

興政策をとっており、フィリピン事務所において本チーム派遣「酪農開発強化プロジェクト」が

計画されることとなった。 

 これまでシニア隊員から提出された計画書（案）に基づき事務局にて実施に向けた検討を行っ

てきたが、プロジェクト対象地域の現状、フィリピン側関係機関の実施体制等を調査し協力の枠

組みについて関係機関と協議するため、本調査団を派遣することとなった。 

 

１－２ 対処方針 

 対象地域の現状やフィリピン側関係機関の実施体制等を調査し、協力の基本構想、実施内容及

び実施までのスケジュールについて関係機関と協議する。 

 

１－３ 調査項目 

（１）シニア隊員・活動中隊員からの情報収集 

（２）プロジェクト対象地域の調査（農家、組合、生乳工場、マーケット等） 

（３）フィリピン側実施体制の調査 

（４）協力の枠組みについての事務所との協議 

  ・PDMの検討 

  ・プロジェクト実施スケジュール 

（５）フィリピン側関係機関担当者との協議 

（６）隊員活動現場視察 

 

１－４ 調査団員構成 

（１）総括 藤井 智 

 青年海外協力隊事務局海外第二課 課長代理 

（２）畜産 長野 實 

 青年海外協力隊事務局 技術顧問 

（３）業務調整 山田 智之 

 青年海外協力隊事務局 帰国隊員支援室 
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１－５ 調査日程 

  2003 年 6月 29 日（日）～7月 9日（水） 

月日 曜日 行  程 

6／29 日 成田空港 発 

マニラニノイアキノ空港 着 

   30 月 PNVSCA 表敬 

国家酪農局本部（NDA CO）表敬／討議 

JICA 事務所での打ち合わせ 

日本大使館表敬 

7／1 火 （移動：車） 

国家酪農局南ルソン事務所表敬 

関係機関との協議 

酪農組合連合（KKMI）処理プラント視察 

牧場訪問 

   2 水 DTRI 視察／討議+ 

酪農組合（Salba）農場視察 

酪農組合（Malinao）農場視察  

酪農組合（San Francisco）農場視察 

   3 木 酪農組合（BADACO）視察 

酪農組合（BAC）処理プラント視察 

ANSA 農場視察 

（移動：車） 

   4 金 （移動：航空機） 

農業省（DA）第７地域事務所表敬 

国家酪農局ビサヤス地域事務所（NDA VO）訪問 

酪農連合組合（CEFEDCO）処理プラント視察 

   5 土 酪農組合（Guring）視察 

酪農組合（Tayud）視察 

酪農組合（San Vincencte）視察 

   6 日 （移動：航空機） 

資料作成 

   7 月 関係機関との打ち合わせ 

資料作成 

   8 火 関係機関との協議 

   9 水 事務所への調査報告 

マニラニノイアキノ空港 発 

成田空港 着 
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１－６ 主要面談者 

〔フィリピン側〕 

（１）Department of Agriculture 

Mr. Jose F. Quitagol Assistant Regional Director 

（２）University of the Philippines Los Basnos 

Dr. Wilfredo P. David Chancellor and Professor 

（３）Dairy Training and Research Institute 

Dr. Virginia L. Barraquio Director 

Dr. Jose Arceo N. Bautista Specialist 

Ms. Olivia C. Emata Researcher 

Ms. Myrna S. Galang Researcher 

Mr. Renato C. Dizon Researcher 

Mr. Antonio F. Zuniega Farm Superintendent 

Ms. Noe B. Velasco Laborer 

Dr. Antonio R. Rayos Professor 

Ms. Ione G. Sarmago University Research Associate 

（４）National Dairy Authority Central Office 

Ms. Salvacion M. Bulatao    Administrator 

Ms. Naomi K. Torreta Department Manager 3 for Operations 

Ms. Rosemarie R. Manalo  

Dr. Patricia B. Tigno  

（５）National Dairy Authority South Luzon Field Office 

Bunaventura A. Malabayabas Regional Manager 

Ms. Casar A. Almarez  

（６）National Dairy Authority Visayas Field Office 

Ms. Grace J. Cenas Regional Manager 

Mr.Rodrigo P. Llido  

（７）Phil. National Volunteers Service Coordinating Agency 

Ms. Corazon Macaraig Executive Director 

Ms. Ela F. Sarmago 

（８）組合 

Mr. Meichor Cabrera SALB A Dairy Cooperative 

Mr. Meichor Cabrera Malinao Dairy Cooperative 

Mr. Nixon Manilay San Francisco Cooperative 

Mr. Joey Ternate Batangas Dairy Cooperative 

Mr. Juan Katigak Batangas Agribusiness Cooperative 

（９）ANSA Farm 

Mr. Edwin Sanchez 
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〔日本側〕 

（10）日本大使館 

石井 克欣 一等書記官 

佐々木 孝治 二等書記官 

（11）JICA フィリピン事務所 

中垣 長睦 所長 

吉田 勝美 次長 

小川 久美子 ボランティア調整員 

（12）JOCV 

引場 正範 シニア隊員（家畜飼育） 

亀山 信二 JOCV（12/3 次隊・家畜飼育） 

佐藤 ゆり子 JOCV（14/3 次隊・家畜飼育） 

一本 亜佐美 JOCV（14/2 次隊・家畜飼育） 

吉武 あゆみ JOCV（14/2 次隊・家畜飼育） 
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第２章 要約 
 

２－１ フィリピン側との協議結果 

（１）現地において、関連資料、現場視察、関係機関・関係者のインタビューを基にシニア隊員

がとりまとめた計画書（「付属資料２」参照）に対し、調査団側から修正マスタープラン

案を提案し、フィリピン側関係者に対する説明を行った。これに関し、基本的な内容は相

手側が検討してきたものと変わらず、論理的に整理したものであったため、特に相手側か

らの異論はなかった。マスタープランでは、プロジェクト目標こそ明確に現段階で定める

べきであるが、それを達成するための必要な活動については、今後、プロジェクトの進捗

に合わせて変更可能であることを説明した。また、活動の方向性に応じて、投入の変更も

両者の協議により可能である旨の説明を行った。 

 

（２）本案件に関しては、全く新しい活動をフィリピンで行おうとするものではなく、すでに畜

産局と DTRI が自主的に進めている計画を支援するものであり、相手側にとって本プロジ

ェクトを行うことにより、新たな予算措置や人員の確保の必要性が生じることがない。そ

のため、プロジェクト活動にかかる経費の目処も概ねたっており、カウンターパートの配

置や予算措置に関しても、特に問題がなかった。 

 

（３）プロジェクト期間に関しては、５年間と設定した。 

 

（４）プロジェクトの進捗管理に関しては、現地にて委員会を形成し、定期的にモニタリングを

行うこと、プロジェクト期間中の中間時点、終了時点において日本から評価チームを派遣

し、フィリピン側関係機関と合同評価チームを形成して評価を行うことを説明した。 

 

（５）プロジェクトは、現時点でプロジェクトに想定されている日本側の隊員の投入がほぼ完了

しているので、早急にチーム派遣としての体制を整え開始することが望ましいことを確認

した。 

 

（６）プロジェクト開始に際しては、今回の協議内容をベースにミニッツを作成し、フィリピン

側と JICA 事務所間で締結することとし、現地サイドではマスタープランを基に PDM の作

成をすすめることとした。また、活動内容の整理のために PO 作成を行うことが望ましい

ことを伝えた。 

 

２－２ 協力の必要性 

 本件については、プロジェクトにより全く新たな活動を取り入れて行うというものではなく、

現在すでに相手側により主体的に実施されている活動をプロジェクトの形で整理して、支援を行

うものである。 

 フィリピンの酪農の現状は、約 255 万頭の牛、315万頭の水牛が存在するが、乳用牛はわずか

7700 頭で、その比率は 0.135％にすぎず、国内の牛乳生産量は 11百万リットル（人口がフィリ

ピンの２倍である我が国では 845 万トン）、自給率は0.6％である（国内牛乳消費量は 1795 百万

リットル）。 
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 生産振興をプロジェクトで行う場合、その最もカギとなるものは、生産振興による産品、この

場合は生乳の市場が十分にあるかどうかという点であるが、この点については、全く不安がない

とは言えないまでも、有望な市場が存在すると判断できる（現状では国内の牛乳・乳製品の供給

量は１日１人あたり 62グラムで、日本の約３分の１である）。 

 消費拡大対策では、畜産局が、生乳の消費を促進するためテレビやラジオで宣伝を行っており、

また、「Feeding Program」により、小学校での給食に国産生乳を取り入れることも行っている。

一方、民間市場でも、大都市に進出している外資系コーヒー店などが多量の生乳を必要としてお

り、この先の需要増を望むことができる。消費拡大の可能性に関しては、国産牛乳は輸入還元乳

に比べて３割程度安価であり、価格面で優位性があるため、国産牛乳の名前さえ通れば今後のさ

らなる需要拡大が期待される。この意味から、協力の課題としては妥当であろう。 

 国の政策との整合性から考えても、政府は 95年３月に酪農開発法を施行しており、プロジェ

クトの目指す方向である国産牛乳の増産は問題がないと言える。 

 次に現場の状況に目を向けてみると、乳牛導入に関して農家に導入当初の現金負担を軽減する

便宜がはかられており、ある程度の力のある農家には、乳牛飼育は十分に広がっていくものと判

断される。ただし、農家には、金銭的な余裕はあまりないので、問題なく酪農が発展していくた

めには、乳価が今後も少なくとも現在のレベルで維持されることが前提条件となる。 

 これらの農家を基盤に生乳生産を振興するためには、技術的、経営的な指導が重要となる。実

施関係機関に関しては、技術スタッフに人数、資質の点で課題はある。しかしながら、かかわる

地域を絞り込み、計画的なスタッフの配置を行えば、予定されている活動を実施することは可能

であると判断される。現在の予算状況は、必ずしも楽観できるものではないが、DTRI などは乳

製品の販売によって自主財源も持っており、プロジェクト継続性に関しても、現在の規模であれ

ば、大きな心配はないものと考えられる。 

 これらより、本案件は総じて実施意義の高く、緊急性の高い案件と判断できる。 
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第３章 協力分野の現状と留意点 
 

３－１ 乳牛の現状 

３－１－１ 乳用牛能力の改良 

 牛乳生産の主体は乳用牛であるが、その頭数はわずかに 7700 頭であり、飼育頭数の増加を図

るとともに乳用牛の能力改良が必要である。 

 フィリピンにおける乳用牛の産乳能力に関しての信頼できる資料は少ないが、DTRI における

乳用牛に関する記録は最も有用であり、現在協力隊員がその解析を支援している。それによれば、

産乳量は 2003 年１月の７頭の１日平均では 10.3kg、2003 年１月４日の 46 頭の平均乳量は

10.4kg であり、バタンガス州の BADACO 農場の平均は１日あたり 10.5kg であった。これらのこ

とから、最も優れた農場においての１日当たりの平均乳量は約 10kgと見なすことができる。 

 搾乳期間は一般的にみて短く、先進国が指標としている 305 日（10 ヵ月搾乳）に到達してい

る率は少ない。DTRI 農場における搾乳期間は平均 275.4 日で変動率は 34％となり、305 日以上

は 35.6％、250 日に到達しているのは 60.7％であり、搾乳の持続性の改善が必要である。この

原因が牛の遺伝的素因によるのか、飼養、栄養上の原因によるかは不明であるので、原因の究明

が求められる。仮に１日の乳量を 10kg、搾乳期間を 275 日とすれば、１頭の年間産乳量は 2750kg

と推定できるが、先進国にくらべればかなり少ない。 

 繁殖性に関しては、DTRI 農場の記録の分析では、在胎日数は279.6±9.7日でほぼ正常値であ

る。乳期が短いことから推察すると、交配が適期であれば、年１産は確保されるものと思われる

が、産乳性と繁殖性との均衡ある飼育が求められる。 

 乳用牛の品種に関しての育種学的な基準は存在していないが、一般的に見れば、ホルスタイン

種が基本的品種と考えられ、現状もこの系統が多くを占めている。しかし、この品種の場合、そ

の産乳能力を十分に発揮させるためには、かなり高い栄養水準で飼育を行う必要があり、零細規

模の低栄養水準の経営においては交雑種の利用も考慮されるべきである。このためには、現在の

飼養牛に関する基礎的データの収集、分析が必要であり、それによって将来、乳用牛の改良目標

の設定が必要となる。 

 

３－１－２ 乳用牛の飼養、栄養の改善 

 前述のとおり、産乳量は低い水準にあり、飼料及び飼育方法の改善が必要である。一般に農家

レベルでは野草、ネピアグラス、稲わら等の粗飼料が給与されており、マメ科植物の給与はほと

んど認められず、明らかにタンパク質が不足している。調査した２つの大規模経営（ラグナ州モ

リナ氏放牧場、BADA 放牧場）ではかなり良質の牧草が高い技術水準で栽培されており、また、

DTRI では牧草の比較試験が行われている。これらのモデルを一般農家レベルに普及していくこ

とが望ましいが、零細農家は土地面積が少なく、普及には困難があろう。 

 酪農においては粗飼料を中心とする飼料給与体系が必要であるので、これらの改善には、ア）

適正な飼料作物の導入、イ）農場の残渣物、副産物、糟糠類の利用、ウ）乾季対策としてのサイ

レージ製造の導入が必要である。 

 粗飼料の供給に併せて補助飼料として地域にあった安価な濃厚飼料（配合飼料）の生産、供給

の体制も必要である。このためには原料の調達、配合の処方、などの他、組合レベルで如何に生

産体制を維持、運営していくかといった全般的な指導が必要である。さらに、将来に向けて飼養

標準が必要であるが、現状においては、日本あるいは米国 NRC の標準を準用していくことが必要
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である。 

このためには側尺等による体重の推定をするための調査研究が必要である。そしてこれによって、

栄養要求量を推定し、必要な飼料生産・供給体制を構築することが肝要である。 

 酪農に当たるフィリピンの農家の現状に目を向けると彼等の大半は十分な土地を持たず、小さ

な土地において作物生産を行っている。そのため、そのような狭い土地に飼料作物を栽培するこ

とは事実上、難しい。一方、フィリピンには、土地としては広大なヤシ園があり、そこでの牧草

を栽培することが可能であろうし、粗飼料の資源として野草、稲わらが利用可能である。このよ

うな地元の資源を利用した粗飼料の確保は土地なし農民や零細農家にあらたな収入源をもたら

す可能性もある。 

 

３－１－３ 乳牛、牛乳の衛生管理 

 牛乳は腐敗しやすく、衛生管理は極めて重要な課題である。フィリピンにおいて牛乳処理に関

しては、法令に基づくプラント運営がされていて、プラント（調査した２ケ所）では洗浄がかな

り徹底していた。しかし農家レベルにおいての原料乳の扱いは衛生的に十分でなく、乳牛の固体

管理の衛生を含めて啓発していく必要がある。新しい産業として酪農について高いレベルの理念、

技術の導入が必要である。正確な検査及び隊員による現場指導の意義は大きい。 

 

３－１－４ 糞尿処理、活用の問題 

 糞尿処理問題は家畜飼育において必ず付きまとうものであり、これを清潔に処理し、有効に利

用することが必要である。糞尿の有効利用としては、堆肥としての利用、バイオガスとしての活

用が考えられる。 

 

３－１－５ 経営管理の問題 

 酪農を地域に根付かせるためには、農家に経営観念を十分に持たせることが重要である。その

ためには、農家の指導に当たる際には、単に技術の指導のみでなく、日々の作業日誌とともに、

簡易でもいいので収入と支出の記帳の指導を行うことが必要となってくる。 

 

３－２ 牛乳消費・流通 

 フィリピン国内には大規模な生産拠点が４ケ所あり、その中で大きな消費地を持つのは、第４

地域（南ルソン）と第７地域の中のセブに限られる。一番の消費地であるマニラへの牛乳の流れ

は別添９のとおり。 

 

＜輸入牛乳と国産牛乳＞ 

 国内全体の消費量は、1795 百万リットルであり、そのうちの11百万リットルが国内産でまか

なわれている。主な牛乳の輸入先はニュージーランド、オーストラリアで、それらの牛乳はロン

グライフ牛乳の形で輸入され販売されている。 

 フィリピンにおいては、一般には生乳の消費は十分に根付いていないが、消費量は徐々に増加

しつつある。特に 1999 年頃から進出している外資系のコーヒー産業が消費するフレッシュ牛乳

の量は顕著で多量の（日量 3000 リットル）フレッシュミルクを必要としており、消費に大きな

影響を与えている。 

 また、フィリピン政府は栄養食としての牛乳の役割に注目しており、1995 年頃から牛乳を学
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校給食に導入する試みを始めている。学休期間は消費が望めないということもあるが、年間 120

日程度の牛乳の受入れが可能であり、また、給食により牛乳の栄養的な価値が見直され、家庭で

の消費に結びつくことも考えられることからその影響は非常に大きいものと思われる。 

 牛乳の一般販売に関しては、小売価格は輸入還元牛乳（ロングライフ）が１リットルボトルで

約 65ペソ。一方、一部のスーパーで販売されている国内産牛乳は１リットルボトルで46ペソで

ある。国産牛乳は価格面では比較的優位性を持つが、販売店鋪は限られている。国内産牛乳の味

に対する評判は悪くはないが、宣伝による知名度、パッケージの見栄え等の差がある。また、フ

ィリピンでは牛乳に対するパッケージ表示規則が十分でなく、実際にフレッシュ牛乳ではない、

輸入牛乳に対しても「フレッシュ」の文字がパッケージに印刷されている。この点が規制され、

国内産牛乳のアピールが十分になされれば、国内産牛乳のさらなる消費増を期待することができ

る。ただし、国内産牛乳においても、その品質に対する審査基準は今後の国産牛乳振興のために

は、十分に検討されるべきであろう。 

 

＜生乳の集荷、流通＞ 

 今回調査した第４地域南ルソン及び第７地域セブでは、一部は大規模に酪農を営んでいるとこ

ろもあるが、大半は１農家あたり数頭の小規模農家により酪農が営まれている。搾乳の形態も手

絞りが主流であり、一部でミルカーが導入されている。搾乳は個人または小規模ミルクパーラー

において共同で行われている。集められた生乳は組合ごとにそれぞれの処理場へと持ち込まれ、

殺菌、パッキング、加工される。組合で生産された生乳の一部は有力なパッキング業者に持ち込

まれることもある（第４、第７地域の生産量詳細は別添６及び７参照）。 

 組合に出荷した農家は、１リットル当たり16ペソ? 18 ペソを受け取り、パッキングされた生

乳は１リットル 46ペソで販売される。 

 

３－３ 酪農技術 

３－３－１ 技術開発 

 技術開発、研究は DTRI の役割である。DTRI では、現在、隊員が配置され、共同で活動が行わ

れており、個々の技術研究という点では、恐らくまだまだ不十分なところがあろうが、小規模農

家を対象に活動を進めようとする本プロジェクトの場合、現状のレベルで十分に対応できるもの

と思われる。 

 DTRI の具体的な役割は、次のとおり。 

 １）技術者及び農家向けの研修の実施 

 ２）乳用牛の飼育と乳製品加工所の運営 

 ３）施設見学および講習会の実施 

 ４）酪農に関する研究、論文の発表 

 この他、NDA と連携して小規模農家を対象とした次の活動を実施している。 

 

３－３－２ 農家指導・普及体制 

 農家への技術の普及は、DTRI で技術研修を受けた PDO（Project Development Officer）及び

PDO から技術移転を受けた CDT（Cooperative Dairy Technician）により行われている。各 PDO

は NDA の事務所に所属しており、それぞれの地域において酪農普及にかかわっている。現在、酪

農普及の柱になっているのは、乳牛の配付プログラムで、PDO はこのプログラムにより乳牛が配
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付された農家への技術的バックアップを行うこととなっている。本プロジェクトでは、隊員が第

４地域と第７地域に配置され、地域の PDO と活動を行うことになる。地域の酪農農家に関しては、

個人差はあるであろうが、飼育管理、衛生管理においてまだまだ改善点は多いと考えられる。し

かしながら、技術の普及に関わるPDO の人数は非常に限られており、現状のスタッフ数では、地

域全体をカバーするには無理があるものと考えられる。 

 そのため本プロジェクト活動においては、所定の成果を達成するため、指導のターゲットを絞

り（例えば濃密指導地域、準濃密指導地域、一般地域に分けるなど）、効率的に活動を行う必要

がある。これには、普及計画を作成することが必要となるが、本プロジェクトでは地域ごとの

P.O.を作成し、対象地域、対象者、活動責任者など活動を明確にすることが重要であると考えら

れる。 

 また、現時点では農家指導において技術的な側面が中心となっているが、将来の酪農の拡大の

ためには農家の経営指導が必須であり、作業日誌、簡易出納帳（できれば簿記の導入）等推進な

どを指導項目の中心と位置付けていく必要がある。 

 

３－３－３ 技術者研修 

 技術者研修は前述のとおり、DTRI によりいくつかのコースが実施されている（コースに関し

ては別添 17）。これらのコースの運営経費に関しては、参加者負担と DTRI の牛乳・乳製品販売

利益の中からまかなわれている。 

 今後、これら研修に関しては、新技術、新知見の導入による内容の改善を行う必要があるが、

問題はないものと思われる。今後は、酪農振興計画に合わせ NDA の地域事務所とともにさらに計

画的な研修実施および研修修了者に対するフォローアップの強化が望まれる。 

 また、現場技術者の不足を補うため、現場の農民に対しては、DTRI での研修も重要であるが、

技術の裾野を広げ、農民の組織化を図るため、地域の農家現場におけるファーマーズスクールな

どの充実が重要になる。 

 



－11－ 

第４章 国家開発計画と酪農分野における施策 
 

４－１ 国家開発計画 

 フィリピン政府は畜産分野を農業分野の重要な産業であるとし、1990 年から 5 カ年毎に国家

畜産開発計画を策定している。これに関連して 97 年に農漁業近代化法が制定され、1)所得格差

の是正、2)安全な食糧の確保、3)国際的な競争力の確保等７項目が同分野に係る優先事項として

掲げられている。酪農分野の生産高に占める割合は、畜産分野の 0.14%と低いが、フィリピン政

府は国家畜産開発計画（2000-2004）において国家酪農開発計画を策定し、家畜の育種改善、飼

育管理、各種インフラの整備、学校給食への牛乳導入の促進、農村を主体とした組織の強化、小

規模農家を対象とした酪農技術の開発と普及等といった目標を掲げている。 

  

４－２ 酪農振興政策 

 95 年に施行された国家酪農法によって、酪農公社（PDC）が国家酪農局（NDA）に改編され、

現在の酪農振興政策を担っている。NDAは牛乳に対する需要の増大と、国内酪農業の成長を予測

しており、酪農分野の指針を示す酪農ロードマップ（Dairy Road Map）によって国産の乳量を

2004 年までの 2 年間で 2 倍以上の 2,400 万リットルに増量するという意欲的な目標を掲げてい

る。 

 NDA は、酪農家に対するローンの実施や DTRI と連携した技術者養成研修によって酪農家を資

本、技術の面から支援すると共に、地方自治体と提携した国家牛乳給食プログラム（Milk Feeding 

Program）によって地域の生乳に対する需要増加に取り組んでいる。 
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第５章 フィリピン側のプロジェクト実施体制 
 

５－１ プロジェクト実施機関の組織及び事業概要 

（１）Dairy Training and Research Institute（DTRI） 

１）組織：フィリピン唯一の酪農研究施設として1962 年に国連特別基金（UNSF）によりFAO

が事業実施機関となり設立された。独立した予算を政府から直接得ているフィリピン大

学の一組織で、同大学のロスバニョス校舎内に位置する。所長以下 90 名近くのスタッ

フが常勤。 

２）予算および施設：DTRI は政府からの予算のほか、酪農製品の売上金などから収入を得て

おり運営資金の 80%をこの自己収入から当てている。自己収入の存在から、プロジェク

トへのスムーズな予算配分が行われることが期待される。乳牛飼育牧場、牛乳品質検査

分析室、栄養学実験研究室、牧草地（23ha）、適正草種圃場を所有（予算詳細に関して

は別添資料 18）。 

３）事業： 

・酪農関連の研究と出版 

・酪農技術者養成コースの実施（2002 年：10コース→別添資料 17） 

・酪農関連情報の発信（パンフレット、ラジオ、ニュースレター等） 

・乳牛の飼育と酪農加工所の運営 

４）酪農関係施設：敷地内で実験・研究を目的として乳牛 213 頭を飼育し約 50 頭から搾乳

している。１日当たり年間の最盛期で約 480 リットルを生産し、施設内で処理・販売し

ている。販売価格は１リットル当たり 34ペソ。人工受精（AI）だけでなく胚移植（ET）

による乳牛の生産も開始しており、ETによる 1代目の乳牛を飼育している。育種を目的

とした乳牛情報データベースを構築しているが、過去の正確なデータや農家からの情報

が不足しているため、まだ十分機能しているとはいえない。研究所で採取したホルスタ

インの精子を農家に配布しており、誕生した子牛のデータの収集を始めた。また、草種

圃場では地域に適した牧草試験（Grass Bank）を行っており、有望な草種を近隣の農家

に株分けしている。 

 

（２）National Dairy Authority（NDA） 

１）組織： 95 年に酪農公社（PDC）から、農業省（DA）の傘下の組織として設立され、国内

に中央事務所と 4 つの地域事務所を有する。職員は約 150 名で、酪農技術者（PDO : 

Project Development Officer）の数は全国で 50名程度。 

２）予算：年間予算 6,500 万ペソ（2002 年）。 

３）事業：77の酪農組合、4,641 名の酪農家をさまざまな方策によって技術的、経済的に支

援している。NDA が支援する農家の生産量は国内牛乳生産 1,100 万リットルの約半分を

占める。牛乳の生産だけでなくテレビＣＭなどを通じた乳製品の消費促進にも取り組ん

でいる。 

 

・酪農家向けのローンプログラム：NDA が保証する酪農組合等に対して Quedan Rural 

Credit and Guarantee Corporation が酪農に必要な乳牛や機材等を貸し付けるシステム。

農家は生産した生乳や新たに生まれた牛によってローンを払うことができ、約 5年でロ

ーンを返済することができる。以前はローンによって貸し付けた乳牛を農家が売り払っ
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てしまうケースが発生していたが、現在では NDA が優先的に乳牛を買い取っており、ロ

ーンの前提となる乳牛の放出問題は現在のところ深刻ではない。 

 

・乳牛種保護プログラム：能力の高い乳牛の育種と国産乳牛の数の増加を目的としたプロ

グラム。輸入による生産性の高い乳牛種を管理するとともに在来種とホルスタインの交

配種の研究によって生産性の高い乳牛を増やしている。また、NDA と契約した農家が子

牛を成牛になるまで育て、成牛の売却益を NDA と分ける（売却益の2/3 が農家の取り分

となる）乳牛保護スキームがある。 

 

・牛乳給食プログラム：学童の栄養改善を目的とした地方政府、政府関係機関の出資によ

るプログラム。学童向けの PR ビデオを作成し、牛乳への理解促進を図っている。2002

年は全国 154 校、29,317 名の学童に牛乳が提供され、70万リットル/年の牛乳が消費さ

れている。 

 

・酪農技術指導：NDA 所属の PDOによる巡回指導や、DTRI との連携による研修会のアレン

ジ、組合所属の技術者(CDT: Coorperative Dairy  Technician) の育成を通じて農家に

酪農技術を普及している。人工受精は主に CDT により行われており、CDT は結果に応じ

て農家から技術料を受け取っている。PDO の人数は第4地域 7名、第 7地域 12名（セブ

州で勤務する専属 PDOはおらず、技術支援部の 3名が代行）であり、要員が不足してい

るものの予算等の関係により PDO の大幅な増員は望めない。 

 

（３）KKMI（Katipunan ngma Kooperatibang Maggagatas, Ink.） 

第 4 地域にある 7 つの組合の連合組合。農家から１リットル当たり 14 ペソで生乳を買い

取った生乳を処理し出荷している。以前は DTRI のプラントで１リットル当たり３ペソの

使用料を払って処理をしていたが、2003 年 5 月に独自のプラントを稼動しており、日産

の生乳量は 1,000～1,500 リットルである。Los Banos やマニラ近郊に出荷するほか、BAC

にも生乳を出荷している。 

 

（４）CEFEDECO（Cebu Federation of Dairy Cooperatives） 

第 7地域セブ州にある連合組合。農家から生乳を買い取り、処理した生乳を１リットル当

たり 40 ペソで販売しているほか、生乳の消費を伸ばすべくさまざまな味の生乳飲料およ

び製菓を生産、販売している。 

 

５－２ プロジェクトの予算措置 

 隊員は DTRI および NDA 南ルソン地域事務所、NDA ビサヤス地域事務所には既に隊員が配置済

みか、2003 年 7 月中に隊員が配置される。各配属先で予定される活動は全てそれぞれの配属先

の通常の計画に組み入れられており、このため、プロジェクト開始後、新たに配属先が負担する

予算はそれほど大きくないため十分対応できると考えられる。DTRI 内にプロジェクト専用の事

務所を DTRI の負担で設置する予定だが、既に場所の選定が済んでおり問題ない。DTRI は所有す

る農場から生産される生乳の売り上げから自主財源を有しており予算については柔軟に対応で

きると考えられる。 
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５－３ カウンターパートの配置計画 

 シニア隊員 1名、協力隊員 5名に対しそれぞれカウンターパートが配置される。 

 配属先 カウンターパート 

協力隊シニア隊員 
家畜飼育／チームリーダー 

DTRI 
 

DTRI 所長（助教授） 
 

協力隊員 
家畜飼育 

DTRI 
大学普及専門員 
プロジェクトマネージャー 

協力隊員 
家畜飼育 

NDA 南ルソン地域事務所 
ラグナ州 

事務所所属 PDO 
 

協力隊員 
獣医師 

NDA 南ルソン地域事務所 
ラグナ州 

事務所所属 PDO 
 

協力隊員 
家畜飼育 

NDA 南ルソン地域事務所 
バタンガス州 

事務所所属 PDO 
 

協力隊員 
家畜飼育 

NDA ビサヤス地域事務所 
セブ州 

事務所所属 PDO 
 

大学普及専門員（University Extension Specialist）がプロジェクトマネージャーを担う予

定である。DTRI 内においてはプロジェクトの進捗、管理および各地域から収集したデータを

蓄積、分析する役割を有するため、カウンターパートだけでなく、他の職員や研究生を巻き込

む形でプロジェクトが進められることが望ましい。また、NDA 南ルソン地域事務所については

隊員が PDO と担当する地域を巡回し、地域の状況にあわせた技術指導、改善提案などを行う。 
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第６章 プロジェクトの基本計画 
 
６－１ 協力対象地域 

 プロジェクトの対象地域は、酪農技術の研究および普及の核となる DTRI と第 4地域および第

7 地域のセブ島とする。第 4、７両地域は NDA の地域事務所があるだけでなく、ある程度の乳量

を処理できるプラントや大消費地が近くに存在しているため、生乳の生産量増加が農家の収入向

上につながりやすく、持続的な発展が望める。 

 

６－２ 協力期間・協力内容 

６－２－１ 期間 

期間：2003 年 10 月から 2008 年 9月 

実態としては、2003 年７月に隊員の配置は完了する。プロジェクト期間に関しては、必要な

予算等を勘案し今後、早急に確定する。 

 

６－２－２ 協力内容 

（１）衛生管理技術の普及：搾乳、運搬、牛舎管理など衛生管理技術について、PDO、CDT によ

る指導体制を強化する。DTRI で実施している研修の内容を改善し PDO、CDT の更なる知識

向上を図る。 

（２）飼育管理、飼料改善への取り組み：地域に適した飼育管理、飼料改善への取り組みを促す。

改善の試みと平行して、乳量や体重などの基礎データを収集し、DTRI を核とした飼育管

理、飼料改善の研究が行われる体制を構築する。 

（３）育種管理体制の構築：DTRI において行われている育種管理データベース構築を支援し、

効率的な精液や乳牛の配布、生産性の高い交配種の研究を進める。 
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DTRI 

研究員・JOCV 

・情報のデータベース化  ・適正乳牛配付計画 

・新規技術の開発     ・既存技術の改善 

・技術研修の実施 

NDA 第 4 地域事務所 

PDO・CDT・JOCV 

＜飼養管理技術の導入／技術普及＞ 

 ・衛生管理技術の改善 

 ・給餌方法の改善 

＜特定課題の現地実証＞ 

 ・濃厚飼料配分の検討／製造（ラグナ）

 ・適した牧草の探索、草地管理 

           （バタンガス） 

＜飼養基礎データの収集＞ 

 ・飼養方法／乳牛素性による生産乳量 

  増体重など各種指標 

NDA 第 7 地域事務所 

PDO・CDT・JOCV 

＜飼養管理技術の導入／技術普及＞ 

 ・衛生管理技術の改善 

 ・給餌方法の改善 

＜特定課題の現地実証＞ 

 ・乾季の飼料不足対策（セブ） 

 

＜飼養基礎データの収集＞ 

 ・飼養方法／乳牛素性による生産乳量 

  増体重など各種指標 
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６－３ 隊員派遣計画 
 シニア隊員 60M／M（１名常駐）、協力隊員 300M／M（５名を常駐） 

 
６－４ 隊員活動計画 

 活動地域 活動内容 
シニア 
家畜飼育 

DTRI チームリーダー。プロジェクト進捗管理。対象地域からの情報
収集体制作り。現場適正技術開発、改善に関する具体的な取り
組みの検討。研究成果の現場へのフィードバック体制作り。研
修内容の見直し検討 

JOCV 
家畜飼育 

DTRI 人工授精データ、泌乳牛データの整備。種雄牛評価、牛群改良
のためのデータの収集とデータベースの構築。配布用精液のモ
ニタリング。 

JOCV 
獣医師 

NDA第4地域 
（ラグナ） 

衛生管理、飼育管理。乳牛指導実態調査を行いデータ収集をす
るとともに乳房炎対策の企画・実施、搾乳作業改善。 

JOCV 
家畜飼育 

第 4地域 
（ラグナ） 

飼育管理。濃厚飼料製造共同施設での飼料の作成および現地で
手に入る材料を利用した飼料改善プログラムを地域で実施す
る。 

JOCV 
家畜飼育 

第 4地域 
（バタンガ
ス） 

飼育管理、特に地域の特性を利用した課題として草地改良試験
や新規牧草の導入、牧草の関する各種の試験を実施し、農家へ
の技術導入を行う。 

JOCV 
家畜飼育 

第７地域 
（セブ島） 

飼育管理。生産力の高い飼料の検討、特に乾季の飼料確保のた
めの飼料改善。酪農用子牛群の集合型育成牧場の導入を支援す
る。 

 

 活動地域 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
シニア 
家畜飼育 

DTRI      
 

 

JOCV 
家畜飼育 

DTRI      
 

 

JOCV 
獣医師 

NDA 第 4地域 
（ラグナ） 

      

JOCV 
家畜飼育 

第 4地域 
（ラグナ） 

      

JOCV 
家畜飼育 

第 4地域 
（ バ タ ン ガ
ス） 

      

JOCV 
家畜飼育 

第７地域 
（セブ島） 
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